
第

二

百

八

十

一

号

令

和

四

年

三

月

十

一

日

(

金
曜
日)

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
射
撃
競
技
用
け
ん
銃
、
公
演
用
銃
砲
刀
剣
類
等
の
所
持
の
許
可
の
期

間
及
び
教
習
資
格
認
定
証
の
有
効
期
間
並
び
に
銃
砲
所
持
許
可
申
請

書
等
の
提
出
部
数
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
安
全
総
務
課)

一
一
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施

(

家
畜
防
疫
対
策
課)

一
一
二

○
死
亡
牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
一
三

○
牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
の
検
査
の
実
施

(
同

)

一
一
三

○
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施

(
同

)

一
一
三

○
豚
熱
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
一
四

○
ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
一
四

○
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
一
四

○
豚
熱
の
予
防
注
射
の
実
施

(

同

)
一
一
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)
一
一
五

○
都
市
計
画
学
校
事
業
の
認
可

(

都
市
政
策
課)

一
一
六

公
安
委
員
会
規
則

射
撃
競
技
用
け
ん
銃
、
公
演
用
銃
砲
刀
剣
類
等
の
所
持
の
許
可
の
期
間
及
び
教
習
資
格
認
定
証
の
有

効
期
間
並
び
に
銃
砲
所
持
許
可
申
請
書
等
の
提
出
部
数
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

射
撃
競
技
用
け
ん
銃
、
公
演
用
銃
砲
刀
剣
類
等
の
所
持
の
許
可
の
期
間
及
び
教
習
資
格
認
定
証

の
有
効
期
間
並
び
に
銃
砲
所
持
許
可
申
請
書
等
の
提
出
部
数
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

射
撃
競
技
用
け
ん
銃
、
公
演
用
銃
砲
刀
剣
類
等
の
所
持
の
許
可
の
期
間
及
び
教
習
資
格
認
定
証
の
有

効
期
間
並
び
に
銃
砲
所
持
許
可
申
請
書
等
の
提
出
部
数
に
関
す
る
規
則(

平
成
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員

会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中｢

射
撃
競
技
用
け
ん
銃｣

を｢

射
撃
競
技
用
拳
銃｣

に
改
め
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中｢

射
撃
競
技
用
け
ん
銃｣

を｢

射
撃
競
技
用
拳
銃｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢
け
ん
銃
又
は
空
気
け
ん
銃｣

を

｢

拳
銃
又
は
空
気
拳
銃｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

銃
砲｣
を｢

銃
砲
等｣

に
改
め
る
。

第
三
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

施
行
規
則
別
記
様
式(

以
下｢

様
式｣

と
い
う
。)

第
一
号

銃
砲
刀
剣
類
製
造
等
届
出
書

二
通

二

様
式
第
二
号

人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
書

一
通
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
三
月
十
一
日



三

様
式
第
四
号

使
用
人
届
出
書

一
通

四

様
式
第
六
号

銃
砲
所
持
許
可
申
請
書

一
通

五

様
式
第
六
号
の
二

ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
申
請
書

一
通

六

様
式
第
七
号

刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
書

一
通

七

様
式
第
八
号

技
能
検
定
申
請
書

一
通

八

様
式
第
九
号

猟
銃
等
所
持
許
可
更
新
申
請
書

一
通

九

様
式
第
九
号
の
二

ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
更
新
申
請
書

一
通

十

様
式
第
十
号

教
習
資
格
認
定
申
請
書

一
通

十
一

様
式
第
十
一
号

練
習
資
格
認
定
申
請
書

一
通

十
二

様
式
第
十
一
号
の
二

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
資
格
認
定
申
請
書

一
通

十
三

様
式
第
十
九
号

講
習
受
講
申
込
書

一
通

十
四

様
式
第
二
十
一
号

講
習
修
了
証
明
書
等
書
換
申
請
書

一
通

十
五

様
式
第
二
十
二
号

講
習
修
了
証
明
書
等
再
交
付
申
請
書

一
通

十
六

様
式
第
二
十
五
号

技
能
講
習
受
講
申
込
書

一
通

十
七

様
式
第
二
十
八
号

許
可
期
間
延
長
申
請
書

一
通

十
八

様
式
第
三
十
四
号

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
申
請
書

一
通

十
九

様
式
第
三
十
五
号

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付
申
請
書

一
通

二
十

様
式
第
三
十
六
号

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
等
返
納
届
出
書

一
通

二
十
一

様
式
第
三
十
七
号

許
可
事
項
抹
消
申
請
書

一
通

二
十
二

様
式
第
三
十
九
号

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
返
還
申
請
書

一
通

二
十
三

様
式
第
四
十
一
号

射
撃
指
導
員
指
定
申
請
書

一
通

二
十
四

様
式
第
四
十
四
号

射
撃
指
導
員
指
定
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書

一
通

二
十
五

様
式
第
四
十
五
号

教
習
射
撃
場
指
定
申
請
書

一
通

二
十
六

様
式
第
四
十
七
号

教
習
射
撃
指
導
員
選
任
等
届
出
書

一
通

二
十
七

様
式
第
四
十
九
号

教
習
射
撃
場
指
定
申
請
書
等
記
載
事
項
変
更
届
出
書

一
通

二
十
八

様
式
第
五
十
二
号

教
習
用
備
付
け
銃
等
届
出
書

二
通

二
十
九

様
式
第
五
十
三
号

教
習
用
備
付
け
銃
等
変
更
届
出
書

二
通

三
十

様
式
第
五
十
七
号

練
習
射
撃
場
指
定
申
請
書

一
通

三
十
一

様
式
第
五
十
九
号

練
習
射
撃
指
導
員
選
任
等
届
出
書

一
通

三
十
二

様
式
第
六
十
四
号

年
少
射
撃
資
格
認
定
申
請
書

一
通

三
十
三

様
式
第
六
十
六
号

年
少
射
撃
資
格
認
定
証
書
換
申
請
書

一
通

三
十
四

様
式
第
六
十
七
号

年
少
射
撃
資
格
認
定
証
再
交
付
申
請
書

一
通

三
十
五

様
式
第
六
十
八
号

年
少
射
撃
資
格
講
習
受
講
申
込
書

一
通

三
十
六

様
式
第
七
十
号

保
管
業
届
出
書

二
通

三
十
七

様
式
第
七
十
一
号

保
管
業
廃
止
届
出
書

一
通

三
十
八

様
式
第
七
十
七
号

準
空
気
銃
製
造
等
届
出
書

二
通

三
十
九

様
式
第
七
十
八
号

模
造
拳
銃
製
造
等
届
出
書

二
通

四
十

様
式
第
七
十
九
号

模
擬
銃
器
製
造
等
届
出
書

二
通

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
九
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
並
び
に
実
施
す
る
区
域
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２

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
肉
用
雌
牛(
生
後
百
八
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雌
牛(

生
後
百
八
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

大
垣
市
、
高
山
市(

一
之
宮

町
、
久
々
野
町
及
び
朝
日
町

岐
阜
市
、
高
山
市
、
各
務
原

市
、
瑞
浪
市
、
恵
那
市
、
可

児
市
、
山
県
市
、
本
巣
市
、

海
津
市
、
本
巣
郡
、
養
老
郡

及
び
加
茂
郡

実

施

す

る

区

域



三

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す

る
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

四

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
九
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
死
亡
し
た
牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
の
死
体

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す

る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

五

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
九
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
の
発
生
予
察
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

越
夏
し
て
い
な
い
牛(

原
則
と
し
て
最
終
の
採
血
が
終
了
す
る
ま
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
わ
な
い

牛)

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

中
和
試
験

五

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
百
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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３

そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る

牛

１
又
は
２
を
実
施
す
る
区
域

に
限
る
。)

、
関
市
、
中
津
川

市
、
美
濃
市
、
羽
島
市
、
飛

�
市
、
郡
上
市
、
下
呂
市
、

羽
島
郡
、
安
八
郡
及
び
揖
斐

郡



一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

繁
殖
豚
、
繁
殖
候
補
豚
そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

エ
ラ
イ
ザ
法
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
法
又
は
中
和
試
験

五

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
百
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
豚
熱
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
免
疫
付
与
状
況
の
確
認
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

豚
及
び
い
の
し
し(

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
も
の
を
除
く
。)

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針(

令
和
二
年
七
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表)

に
定

め
る
検
査
方
法
に
よ
る
。

五

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
百
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
発
生
予
察
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

豚
及
び
い
の
し
し

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針(

令
和
二
年
七
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
公

表)

に
定
め
る
検
査
方
法
に
よ
る
。

五

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
百
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
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蜜
蜂(

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
も
の
を
除
く
。)

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
、
脱
脂
乳
に
よ
る
試
験
及
び
細
菌
学
的
検
査

五

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
豚
熱
の
予
防
注
射
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

豚
及
び
い
の
し
し(

高
度
な
隔
離
下
又
は
監
視
下
に
あ
る
豚
及
び
い
の
し
し
そ
の
他
の
予
防
注
射

を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
豚
及
び
い
の
し
し
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
並
び
に
知
事
認
定
獣
医
師

に
よ
り
豚
熱
の
予
防
注
射
を
実
施
す
る
豚
及
び
い
の
し
し
を
除
く
。)

四

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五

注
射
の
方
法

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射
法

岐
阜
県
告
示
第
百
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

富

加

坂

祝
線

路
線
名

区

間

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
字
北
ノ
前
八

六
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
村
前

三

六
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



岐
阜
県
告
示
第
百
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
務
原
都
市

計
画
学
校
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
四
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

各
務
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
学
校
事
業

二
十
五
号

特
別
支
援
学
校

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し
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県
道

白

川

福

岡
線

加
茂
郡
白
川
町
黒
川
字
餅
小
屋
四

〇
七
四
番
一
地
先
地
内��･�
令
和�･�･��
平
成
��･��･��

令
和
四
年
三
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


